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職員の懲戒解雇について

日本年金機構は、本日付で、下記の職員を懲戒解雇処分といたしました。

当該職員は、本年１月２９日（火）に、高井戸警察署に住居侵入の容疑で逮捕され

ました。

その後、２月９日（土）に覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕され、本日、東京地

方検察庁により起訴されました。

このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。

また、今般の不祥事を重く受け止め、職員の規範意識の向上に取り組むとともに、

再発防止に努めてまいります。
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